
新 旧 

福岡県交通対策協議会設置要綱 

（昭和４７年６月２日） 

 

 （設 置） 

第１条 （略） 

 

 （所掌事務） 

第２条 協議会は、次の業務を行う。 
(1) 交通対策に関する重要事項について、調査協議すること 
 
(2) 地域公共交通計画の作成及び変更に関する協議に関すること 
(3) 地域公共交通計画の実施に関する協議に関すること 
(4) 地域公共交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること 
(5) 前各号に掲げるもののほか、協議会の目的を達成するために必要
なこと 

 
 （組 織） 

第３条 （略） 
 

（任 期） 

第４条 委員の任期は２年以内とする。 

２ 前条第２号から第６号までに掲げる職にある委員が、前項の任期満了
前にその職を  離れた場合における当該委員の任期については、前項
の規定にかかわらず、その在職中とする。 

３ 委員が欠けた場合にその補充として任命又は委嘱された委員の任期
は、その残任期間とする。 

４ 第１項の規定にかかわらず、任期満了時を超えて協議する懸案事項が
ある場合は、その協議 終了時をもって任期満了時とする。ただし、そ
の場合の任期は、３年を超えないものとする。 

 

 （会長および会長代理） 

第５条 協議会に会長を置き、第３条第１号に掲げる委員のうちから、委
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資料２ 



員が選出する。 

２ 会長は会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を
代理する。 

 

 （会 議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

３ 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると
ころによる。 

 

（削 除） 

 

 

 

 

（監 事） 

第７条 協議会に監事を置き、会長が指名する。ただし、第１０条に規定
する委員を監事に指名することはできない。 

２ 監事は、会計事務を監査する。 

３ 監事は、監査の結果を報告しなければならない。 

 

 （福岡県バス対策協議会） 

第８条 （略） 

 

（会計年度等） 

第９条 協議会の会計年度は、毎年４月１日から３月３１日までとする。 

２ 各会計年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てな
ければならない。 

３ 協議会の出納は、翌年度の５月３１日をもって閉鎖する。 

４ 予算の執行のうち、本要綱に定めのないものについては、福岡県財務
規則（昭和39年福岡県規則第23号）を準用するものとする。 
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 （幹 事） 

第７条 協議会に幹事若干名を置き、県の職員または関係行政機関の職員
のうちから知事が任命 又は委嘱する。 

２ 幹事は、会長の命をうけて会務に従事する。 

 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 （福岡県バス対策協議会） 
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（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 



（委員への委任） 

第１０条 会長は、第２条各号に掲げる業務に係る事務のうち契約に関す
る事務の決裁権限を、県の職員（市町村・地域振興部長）である委員へ
委任するものとする。 

２ 会長は、必要があると認めるときは、前項に規定する事務の外、会長
が必要と認める事務の決裁権限を、前項に規定する委員へ委任すること
ができる。 

３ 前項の規定に基づき委任する場合は、その内容を書面にて通知するも
のとする。 

４ 会長は、必要があると認めるときは、前項で委任した権限を変更する
ことができる。 

５ 第１項に定める委員は、委任された権限の行使にあたり、疑義が生じ
た場合は、速やかに会長の指示を仰がなければならない。 

 

（事務局の長への委任） 

第１１条 会長は、補助金申請事務及びその他これらと同程度の事務の決
裁権限を、次条に規定する事務局の長に委任するものとする。 

  

（事務局） 

第１２条 協議会の事務局は、市町村・地域振興部空港・交通政策局交通
政策課に設置する。 

 

（その他の事項） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は協
議会の議を経て、会長が別に定める。 

 

   附則 

 この要綱は、昭和５５年９月１日から適用する。 

   附則 

 この要綱は、平成１０年１０月２６日から適用する。 

   附則 

 この要綱は、平成２３年１２月２１日から適用する。 

   附則 

 この要綱は、平成２８年１０月６日から適用する。 

（新 設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新 設） 

 

 

 

 （庶 務） 

第９条 協議会の庶務は、企画・地域振興部交通政策課において処理する。 
 

 

 （その他の事項） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は協
議会の議を経て、会長が別に定める。 

 

   附則 

 この要綱は、昭和５５年９月１日から適用する。 

   附則 

 この要綱は、平成１０年１０月２６日から適用する。 

   附則 

 この要綱は、平成２３年１２月２１日から適用する。 

   附則 

 この要綱は、平成２８年１０月６日から適用する。 



   附則 

 この要綱は、令和５年８月１日から適用する。 

   附則 

 この要綱は、令和８年○月○日から適用する。 

   附則 

 この要綱は、令和５年８月１日から適用する。 

 


